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清水康之（しみず・やすゆき）

▼ＮＰＯ法人 自殺対策支援センター ライフリンク代表

▼厚労相指定法人 いのち支える自殺対策推進センター 代表理事

▼超党派「自殺対策を推進する議員の会（会長：尾辻秀久議員、副会長：武見敬三議員）」アドバイザー

▼元ＮＨＫ報道ディレクター

主に「クローズアップ現代」などを担当。自死遺児たちの取材をきっかけに、自殺
対策の重要性を認識。2004年にNHKを退職し、ライフリンクを設立。

以来、自殺対策の法制化や自殺対策の地域モデル作り、自殺の実態調査（自殺
で亡くなった523人に関する聞き取り調査）や自殺対策のためのSNS相談等に関
わる。

▼「誰も自殺に追い込まれることのない生き心地の良い社会」の実現を目指して、
それに必要なことは何でもするという決意。
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（１）自殺対策は、社会づくりの絶好の切り口になる.

（２）自殺に対応できる社会の仕組み／セーフティー
ネットは、他のあらゆる問題にも対応できるもので
あるはず.

《結論》

（３）政治のリーダーシップが不可欠. 関係者の力を
結集させることができるか否かで、国民の命を守
れるか否かが決まる.



【失業者】 ① 失業→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺
②連帯保証債務→倒産→離婚の悩み＋将来生活への不安→自殺
③犯罪被害（性的暴行など）→精神疾患→失業＋失恋→自殺

【労働者】 ① 配置転換→過労＋職場の人間関係→うつ状態→自殺
②昇進→過労→仕事の失敗→職場の人間関係→自殺
③職場のいじめ→うつ病→自殺

【自営者】 ①事業不振→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺
②介護疲れ→事業不振→過労→身体疾患＋うつ状態→自殺
③解雇→再就職失敗→やむを得ず起業→事業不振→多重債務→生活苦→自殺

【主婦など（就業経験のない無職者）】
① 子育ての悩み→夫婦間の不和→うつ状態→自殺
② ＤＶ→うつ病＋離婚の悩み→生活苦→多重債務→自殺
③身体疾患＋家族の死→将来生活への不安→自殺

【学生】 ① いじめ→自殺
②親子間の不和→ひきこもり→うつ状態→将来生活への不安→自殺

「自殺の危機経路」事例

（「→」＝連鎖、「＋」＝併発）

ライフリンク「自殺実態1000人調査」を改編



自殺要因の連鎖図

ライフリンク
「自殺実態1000人調査」
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498人

「523人中25人」は不明

ライフリンク「自殺実態1000人調査」

家族（故人）は「自殺で亡くなる前」に
「専門機関」に相談していたか



していた
70％

していない
30％

ライフリンク「自殺実態1000人調査」

家族（故人）は「自殺で亡くなる前」に
「専門機関」に相談していたか



1ヶ月以内
44％

ライフリンク「自殺実態1000人調査」

家族（故人）は「自殺で亡くなる前」に
「専門機関」に相談していたか



▼自殺対策とは、「当事者本位の生きる支援」。

▼「もう生きられない」「死ぬしかない」という状況
に陥っている人が、それでも「生きる道」を選べる
ように支援すること。（関係機関の連携・関連施策の連動）

▼そもそも、人がそうした状況に陥ることのない
地域・社会を創ること。

▼自殺対策とは、地域・社会づくりでもある。

自殺対策の理念
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作成：NPO法人ライフリンク

自殺者数の推移と
自殺対策の主な取組

14年連続「3万人超」 ⇒ 10年連続減少

3万4427人 ⇒ 2万169人（41％減）
2003年 2019年

警察庁「市町村統計」

地域自殺対策基金

自殺対策強化月間

自殺総合対策大綱

自死遺族支援全国キャラバン

自殺実態1000人調査

自殺対策全国民間ネットワーク

自殺のない社会づくり市区町村会

（警察庁「自殺統計」）

若者自殺対策に関する緊急要望
（議連から政府へ）

「自殺って言えない」

自殺対策を推進する議員の会
（有志の会を議連に）

地域自殺対策交付金
（補正予算から当初予算へ）

地域自殺対策トップセミナー
（47都道府県で開催）

自殺対策基本法の改正
（自治体に計画策定を義務付け） 政府の

自殺対策
推進体制
強化
の新法
（議員立法）

自殺対策計画策定
の手引

自殺対策の法制化を
求める10万人署名

ライフリンク設立

超党派「自殺対策」議員有志の会

自殺対策基本法







「自殺総合対策大綱」（概要）

平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し

第1 自殺総合対策の基本理念

➢ 自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自
殺リスクを低下させる

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

第4 自殺総合対策における当面の重点施策

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７．社会全体の自殺リスクを低下させる
８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第6 推進体制等

1. 国における推進体制
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

第3 自殺総合対策の基本方針

1. 生きることの包括的な支援として推進する
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明
確化し、その連携・協働を推進する

➢ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

➢ 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ
続いている

➢ 地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて
推進する

第5 自殺対策の数値目標

➢ 先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少
(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下)

（WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012)）

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

※下線は旧大綱からの主な変更箇所



自殺対策に関する法律の流れ

平成２８年３月 自殺対策基本法の改正（議員立法） 【４月施行】

➢ 基本理念の追加（保健、医療、福祉、教育、労働等の関連施策との有機的連携等）
➢ 都道府県・市町村自殺対策計画の策定義務化 等

令和元年 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその
成果の活用等の推進に関する法律（議員立法）

➢ 国立精神・神経医療研究センター（ＮＣＮＰ）から、自殺総合対策推進センター（ＪＳＳＣ）の業
務を切り出し。研究だけでなく、地方自治体の実践的な支援等も行う。

➢ 令和２年４月、いのち支える自殺対策推進センター（ＪＳＣＰ）が、厚生労働大臣指定法人とし
て始動。

平成１８年６月 自殺対策基本法の成立（議員立法） 【１０月施行】

➢ 自殺対策の基本理念（自殺を個人的な問題としてのみ捉えず、社会的な取組として実施等）
➢ 国、地方公共団体、事業主、国民の責務
➢ 政府による自殺対策大綱の策定、国会への年次報告 等



いのち支える自殺対策推進センターとは
Japan Suicide Countermeasures Promotion Center（JSCP）

厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」は、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及び
その成果の活用等の推進に関する法律」に基づき、厚生労働大臣から自殺対策に関する調査研究等を行う法人として指定を受けた一
般社団法人です（令和２年４月１日より始動）。我が国の自殺総合対策における「ハブ（つなぎ役）」の役割を果たします。

《事業項目》
当センターは「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」第５条にお
いて「指定調査研究等法人の業務」とされている以下の６つの事業を行います。
1. 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族（*自死遺族）等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施
の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進するこ
と。2. 前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。3. 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の
情報の収集、整理及び提供を行うこと。4. 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、 地方公共団体に対し、助言その他
の援助を行
うこと。5. 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行う
こと。6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

《ミッションに応じた組織体制》
当センターの職員は、元自治体職員や民間団体職員、研究者や自死遺族、現職の医師や弁護士等、生きることの包括的支援（自殺対
策）の最前線で活動してきた者ばかりです。厚生労働大臣指定法人としての業務を適正かつ確実に行うため、以下5 つの点に留意した
組織体制で取り組んでいます。
１） 地域連携・地域支援の強化：地域自殺対策推進センター（都道府県等）や市区町村との連携を強化し、地域自殺対策計画の策定・実
行・進捗管理・検証等に関する実践的な支援を強化すること 。
２） 政策形成への貢献：地域の取組状況の収集、評価等を推進し、新たな政策課題等を踏まえたモデル作りや研究を行うことで、 様々
な政策提言やEBPM（Evidence-Based Policy Making）に資する研究成果等を提示すること。
３） 支援技術やツールの開発と改善：「SNS を活用した相談インフラの構築」や「SOS の出し方に関する教育の推進」 等、時代の変化に
応じた支援技術等の開発・改善を、現場と連携しながら進めること。
４） 国際連携の推進：海外の先進的取組等の調査・研究を通じて我が国の自殺対策の質の向上を図り、我が国の自殺対策を海外に政
策輸出することで人道的側面から世界に貢献すること 。
５） 管理機能の強化：様々な分野の多様な関係者と柔軟に連携の枠組みを構築し、国や自治体とも緊密に連携するため、ガバナンスの
強化とコンプライアンスの徹底を図ること。

当センターの具体的な取り組みや最新情報については下記ホームページ（暫定版）をご参照ください。
https://jscp.or.jp



年齢階級別自殺死亡率（令和2年版「自殺対策白書」）
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令和2年版「自殺対策白書」（厚労省）
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15～34歳の死因 国際比較（令和2年版「自殺対策白書」）
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NHK「ハートネットTV」掲示板より抜粋
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自殺のリスクが高まるとき

生きることの
促進要因 ＜ 生きることの

阻害要因

△将来の夢
△家族や友人との信頼関係
△やりがいのある仕事や趣味
△経済的な安定
△ライフスキル（問題対処能力）
△信仰
△社会や地域に対する信頼感
△楽しかった過去の思い出

など

▼将来への不安や絶望
▼失業や不安定雇用
▼過重労働
▼借金や貧困
▼家族や周囲からの虐待、いじめ
▼病気、介護疲れ
▼社会や地域に対する不信感
▼孤独

など

24



自殺のリスクを抑えるために

生きることの
促進要因 ＜ 生きることの

阻害要因

生きることの
促進要因 ＞ 生きることの

阻害要因
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ライフリンクのモットー

新しいつながりが、新しい解決力を生む。

設立当初（16年前）は理念だったが、いまや確信に変わって
いる。私たち一人ひとりは微力だが、無力ではないのだから。

▼自殺は様々な社会問題が最も深刻化した末に起きている．

▼自殺に対応できる地域の取組・チカラは、他のあらゆる社会問題
に対しても有効に機能するはず．

▼これまで「点」として散在していた個々の政策や相談機関等を、
当事者のニーズに応じる形でつないでいく（＝「線」にする）．そうし
た「線」をたくさん紡いでいくことで「面」としてのセーフティーネットが
できる．自殺対策（生きる支援）が、地域づくりの絶好の切り口に．

生き心地のよい社会へ


